
菓均等剖軽減判定対象総所得金額

溺繭閲歴 � � �卸間開院 �法　＿∴ �／彊 �鼠 �醸－ � �闇閏闇董 

8．5割軽i �威 �33万円以下 � � �32 �，9 �03円 � �5，807円 

9割軽減 � �7割軽減に その世帯の 金収入以外 金収入80万 �該当す 被保険 の所得 円以 �る場合に、 者全員に年 がなく、年 下 �34 �，8 �39円 � �3，871円 

5割軽減 � �33万円＋（ 険者数（世 �24．5万 帯主を �円×被保 除く））以下 �19 �，3 �55円 �1 �9，355円 

2割軽減 � �33万円＋（ 者数）以下 �35万 �円×被保険 �7 �，7 �42円 �3 �0，968円 

1国民年金には保険料免除制度があります！！ 

「∴：二言：∴∵∴∴∴∴筒詳 言∴∴：∴∴∵∴∴「「．二十．∴∵∴ 警諾藷器除となる所得の目安は下表のとお聖）ii珪素 �����言略 ∴ 轄 

また、このほかに「若年者納付猶予制度」や「学生納付特例制度」などがあります。 

惜 � �縄掘関都艦竃護鵬 �追認醸 �一・　免除翻る翻衛の国事／＼／＼／ �同じ）とな 

全額免除 �0円 �1／3 �（扶養親族等の数十1）×35万円＋22万円 

4分の1納付 �3，670円 �1／2 �78万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など 

半額納付 �7，330円 �2／3 �118万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など 

4分の3納付 �11，000円 �5／6 �158万円＋扶養親族等控除額＋社会保険料控除額など 

○今月は、平成21年7月から平成22年6月までの分を申請できる最終月となります。 

○一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間の一部免除無効（未納 

るため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、障害や死亡といった不慮の自体が生じた場合に、 

年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。 

合先　日本年金機構　大月年金事務所　℡（22）5837 

市民生活課　年金・医療担当 

13　H22．7．1

昨
年
、
均
等
割
8
・
5
割
軽
減
や
所
得
割
5

割
軽
減
な
ど
に
該
当
、
あ
る
い
は
年
度
の
中
途

で
保
険
料
額
の
変
更
な
ど
が
あ
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
特
別
徴
収
か
ら
普
通
徴
収
に
納
付
方
法

が
変
更
と
を
っ
た
方
で
、
本
年
1
0
月
よ
り
再
度

特
別
徴
収
と
な
ら
れ
る
方
に
つ
い
て
は
、
7
～

9
月
を
普
通
徴
収
、
1
0
月
以
降
特
別
徴
収
の
方

法
に
よ
る
年
6
回
で
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

通
徴
収
の
方

普
通
徴
収
の
方
（
納
付
書
な
ど
に
よ
り
直
接

金
融
機
関
な
ど
で
納
め
る
方
あ
る
い
は
口
座

振
替
を
申
請
さ
れ
た
方
）
は
、
1
月
中
旬
に
保

険
料
決
定
通
知
書
及
び
納
付
書
が
送
付
さ
れ

ま
す
。
納
期
は
年
8
回
（
7
月
か
ら
翌
年
2
月

ま
で
毎
月
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

口
座
振
替
の
方
に
つ
い
て
は
、
納
付
書
に

記
載
さ
れ
た
納
期
限
に
口
座
よ
り
引
き
落
と

さ
れ
ま
す
。
期
日
を
ご
確
認
の
う
え
残
高
不

足
の
な
い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
各
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場

合
に
は
、
翌
月
2
0
日
ご
ろ
に
督
促
状
が
お
手

元
に
届
き
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
軽
減
つ
い
て

聞
成
2
2
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
軽
減
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

均
等
割
軽
減

軽
減
判
定
用
所
得
が
下
表
に
該
当
す
る
世
帯

の
被
保
険
者
は
、
均
等
割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

※
判
定
は
、
世
帯
主
及
び
被
保
険
者
の
軽
減

判
定
の
総
所
得
金
額
な
ど
で
判
定
し
ま
す
。

※
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
判

定
時
に
1
5
万
円
が
控
除
さ
れ
ま
す
。

所
得
別
軽
減
（
恒
久
的
措
置
）

賦
課
の
も
と
と
な
る
金
額
が
、
5
8
万
円
を

超
え
な
い
被
保
険
者
に
つ
い
て
は
、
所
得
割

額
が
一
律
5
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
に
対

す
る
9
割
軽
減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
資
格
取
得
前
に

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
場
合
に

は
、
所
得
割
額
は
発
生
せ
ず
、
均
等
割
額
は

9
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
均
等
割
軽
減
額
は
、

3
4
、
8
3
9
円
と
な
る
た
め
、
保
険
料
額
は

3
、
8
7
0
円
と
な
り
ま
す
。
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